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岡崎市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 新旧対照表（案）

改正案 現 行

（第１号事業の利用対象者）

第 15 条 略

 ⑴・⑵ 略 

 ⑶ 施行規則第 140 条の 62の４第３号に規定する居宅要介護

被保険者のうち、困りごと支援型訪問サービス及び地域支え

あい型訪問サービスを継続利用する者。

２ 略

（介護予防ケアマネジメントの実施）

第16条 第５条第１号ウに掲げる介護予防ケアマネジメントの

実施に際し、必要な事項は岡崎市介護予防ケアマネジメント

実施要領において定める。

（事業対象者ではなくなった場合の処理）

第 19 条 略

 ⑴ 略 

 ⑵ 第１号事業の最終利用日の属する月の翌月から１年が経

過したとき。

（第１号事業の利用対象者）

第 15 条 略

 ⑴・⑵ 略 

２ 略

（介護予防ケアマネジメントの実施）

第 16 条 第５条第１号ウに掲げる介護予防ケアマネジメント

の実施に際し、必要な事項は岡崎市介護予防ケアマネジメン

ト実施要項において定める。

（事業対象者ではなくなった場合の処理）

第 19 条 略

 ⑴ 略 

 ⑵ 第１号事業の最終利用日の属する月の翌月から３か月が

経過したとき。
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第１号様式 第１号様式
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